
提

出

者

末

松

義

規

平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

〇

二

号

国
家
公
務
員
倫
理
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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国
家
公
務
員
倫
理
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
倫
理
法
に
お
い
て
は
、
第
三
条
に
お
い
て
職
員
が
遵
守
す
べ
き
職
務
に
係
る
倫
理
原
則
が
規
定
さ
れ
、
第
五
条

に
お
い
て
、
同
原
則
を
踏
ま
え
、
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
を
定
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
政
令
で
あ
る
国
家
公
務
員
倫

理
規
程
で
は
、
第
一
条
に
お
い
て
倫
理
行
動
規
準
、
第
三
条
に
お
い
て
禁
止
行
為
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第

三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
い
う
る
行
為
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い

て
は
、
そ
の
運
用
次
第
で
は
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
内
容
を
骨
抜
き
に
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。

右
認
識
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
（
な
お
、
答
弁
に
お
い
て
は
、
用
語
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り

答
弁
を
控
え
る
こ
と
な
く
、
可
能
な
限
り
社
会
常
識
の
範
囲
内
で
対
応
願
い
た
い
。
）
。

一

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
の
禁
止
行
為
は
、
い
ず
れ
も
利
害
関
係
者
（
同
規
程
第
二
条
に
規
定
す
る
利
害
関

係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
関
係
で
生
じ
う
る
行
為
を
規
律
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
利
害
関
係
者
に
も
一
定

の
義
務
を
課
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
仮
に
そ
う
で
な
い
場
合
、
利
害
関
係
者
が
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
通
念
上
行
う
行
為

の
一
環
と
し
て
、
職
員
（
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
第
三

一



条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
禁
止
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
職
員
は
こ
れ
を
積
極
的
に
拒
否
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
か
。
必
要
に
応
じ
、
各
号
毎
に
場
合
分
け
し
て
答
弁
願
い
た
い
。

二

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
い
う
る
行
為
を
規
定
し
た
同
条
第
二
項
は
、
職
員
が

利
害
関
係
者
に
対
し
、
同
項
に
掲
げ
ら
れ
る
行
為
を
行
う
よ
う
能
動
的
若
し
く
は
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
又
は
当
該

行
為
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
仄
め
か
す
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の
か
。
必
要
に
応
じ
、
各
号
毎
に
場
合
分
け
し
て
答

弁
願
い
た
い
。

三

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
ら
れ
る
行
為
を
行
う
よ
う
、
職
員
が
利
害
関
係
者
に
対
し
能
動
的
若
し
く

は
積
極
的
に
働
き
か
け
、
又
は
当
該
行
為
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
仄
め
か
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
害
関
係
者
が

応
じ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
、
職
員
か
ら
そ
の
後
、
不
利
な
扱
い
（
行
政
手
続
法
の
不
利
益
処
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
と

の
関
係
で
受
け
る
様
々
な
形
態
の
不
利
な
扱
い
）
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
職
員
は
罰
せ
ら
れ
る
の
か
。

四

国
家
公
務
員
倫
理
法
第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
さ
れ
る
、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理

に
関
す
る
訓
令
（
特
定
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
は
規
則
）
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
為
が
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
第
三
条
第

二
項
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
一
般
論
で
な
く
、

二



各
省
各
庁
各
独
立
行
政
法
人
毎
に
答
弁
願
い
た
い
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
運
用
に
関
す
る
文
書
が
存
在
す
る
場

合
、
そ
れ
ら
の
文
書
に
お
け
る
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
も
答
弁
願
い
た
い
。

五

国
家
公
務
員
倫
理
法
第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
さ
れ
る
、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理

に
関
す
る
訓
令
（
特
定
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
は
規
則
）
は
ど
の
程
度
改
訂
さ
れ
て
い
る
の
か
。
平
成
十
五
年
以
降
、
訓

令
が
新
設
、
改
廃
さ
れ
た
例
を
提
示
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


